
令和３年度障害者総合福祉推進事業を参考に厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課作成

※業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての方を指します。

精神科病院における「虐待通報が義務化」されます

自治体の連絡先（電話番号や電子メール等）

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待放棄・放置

経済的虐待
障害者の財産を不当に処
分したり、障害者から不
当に財産上の利益を得る
こと。

障害者の身体に外傷
が生じる、もしくは
生じるおそれのある
暴行を加えること。

障害者に対する著しい暴
言や、不当な差別的な言
動を行うこと。

令和６年４月から精神保健福祉法が改正され、都道府県等への虐待通報
が義務化されました。精神科病院における業務従事者※による虐待を受け
たと思われる精神障害者を発見した際には、以下の連絡先に通報してくだ
さい。業務従事者は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取
扱いを受けないと定められています。また、業務従事者による虐待を受け
た精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができます。

虐待を発見したら

通報を！

障害者を衰弱させるよう
な著しい減食または長時
間の放置等、職務上の義
務を著しく怠ること。

障害者にわいせつな行為
をしたり、障害者にわい
せつな行為をさせること。
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精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について
	（別添１）精神科病院における「虐待通報が義務化」されます
	（別添２）精神科病院における虐待通報の義務化について（患者用）


	Text1: 石川県精神科病院に係る障害者虐待対応窓口　076-225-1964
院内虐待相談窓口　076-231-5477　担当：看護部長


